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安
倍
総
理
の
伊
勢
神
宮
参
拝
に
関
わ
る
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
の
発
信
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
三
十
年
一
月
四
日
、
首
相
官
邸
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
で
安
倍
総
理
は
、
「
安
倍
晋
三
で
す
。
伊
勢
神
宮
に

向
か
う
道
中
、
新
幹
線
か
ら
美
し
い
富
士
山
が
見
え
ま
し
た
」
（
「
本
発
言
」
と
い
う
。
）
と
発
信
し
て
い
る
。

静
粛
な
環
境
の
下
、
歴
代
の
総
理
大
臣
が
年
頭
に
あ
た
り
伊
勢
神
宮
に
参
拝
す
る
こ
と
は
、
社
会
通
念
上
、
国
民
に
受
容
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
行
動
を
首
相
官
邸
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
で
告
知
す
る
こ
と
は
、
伊
勢
神

宮
の
活
動
に
関
す
る
助
長
、
促
進
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
以
下
質
問
す
る
。

一

歴
代
の
総
理
大
臣
が
年
頭
に
あ
た
り
宗
教
施
設
で
あ
る
伊
勢
神
宮
に
参
拝
す
る
こ
と
は
、
社
会
通
念
上
、
国
民
に
受
容
さ

れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

二

本
発
言
が
発
信
さ
れ
る
こ
と
で
、
伊
勢
神
宮
へ
の
参
拝
者
が
増
加
し
、
特
定
の
宗
教
施
設
の
活
動
を
援
助
、
助
長
、
促
進

す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

三

本
発
言
を
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
発
信
す
る
こ
と
は
、
「
昭
和
四
六
（
行
ツ
）
六
九

行
政
処
分
取
消
等
」
（
最
高
裁
判
所
大
法
廷

判
決

昭
和
五
十
二
年
七
月
十
三
日
）
で
い
う
と
こ
ろ
の
、
「
当
該
行
為
の
目
的
が
宗
教
的
意
義
を
も
ち
、
そ
の
効
果
が
宗

一



教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
又
は
圧
迫
、
干
渉
等
に
な
る
よ
う
な
行
為
」
に
該
当
し
、
日
本
国
憲
法
第
二
十
条
に
反
す

る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

四

静
粛
な
環
境
の
下
、
内
閣
総
理
大
臣
が
年
頭
に
あ
た
り
伊
勢
神
宮
に
参
拝
す
る
こ
と
は
、
社
会
通
念
上
、
国
民
に
受
容
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
行
動
を
事
前
に
、
首
相
官
邸
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
で
告
知
す
る
こ
と

は
、
伊
勢
神
宮
の
活
動
に
関
す
る
助
長
、
促
進
に
つ
な
が
り
、
不
適
切
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


